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Ⅰ 一般企業等の農業参入の経緯

１ 構造改革特区（リース特区）制度の創設

(1) 平成15年４月施行の構造改革特別区域法において、特区内に限っ
て「農業生産法人以外の法人に対する農地等の貸付を可能とする農
地法の特例措置」（いわゆるリース特区制度）を創設

(2) リース特区制度の概要
① 特区の認定
・自らの区域内に、耕作放棄地や耕作放棄地になりそうな農地等
が相当程度存在する区域を有する地方公共団体が、内閣総理大
臣に特区の設定を申請

・内閣総理大臣による特区の認定（農林水産大臣の同意）

② 農業生産法人以外の法人への農地等の貸付け
・貸付事業の実施主体は地方公共団体又は農地保有合理化法人
・農地の貸付けを希望する法人は、実施主体と協定を締結
・実施主体から法人に対して使用貸借による権利又は賃借権の
設定（特例的に、農地法第３条の許可が可能）

・法人が協定違反をした場合には、都道府県知事の許可を得ず
して賃貸借契約を解除することが可能

２ リース特区の全国展開

(1) リース特区の認定実績
リース特区については、平成15年４月の第１回認定から平成17年
３月の第７回認定までに、71件の計画が認定

○リース特区の認定状況
第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回

認定日 15.4.21 15.8.29 15.11.28 16.3.24 16.6.21 16.12.8 17.3.28

15.5.23

認定件数 16 3 8 14 9 14 7

(2) リース特区の全国展開の措置
特区推進本部決定等を受け、リース特区の全国展開の措置を含む

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案が第162回国会
に提出され、平成17年６月３日に成立、同月10日に公布され、９月
１日に施行された。
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○ リース特区制度の仕組み

使用貸借による権利
又は賃借権（リース）
の設定

農地法第３条許可
（特例的に許可）

株式会社等農業生産法
人以外の法人地方公共団体

農地保有合理化法人 業務執行役員のう
ち、１人以上の者が
耕作又は養畜の事
業に常時従事

農地所有者

買入れ
又は
借入れ

協定の締結

【事業の適正かつ円
滑な実施を確保する
ための協定】

内閣総理
大臣

農林水産大臣

認定

申請

同
意

耕作放棄地や耕作
放棄地になりそうな
農地等が相当程度
存在する区域

地方公共団体
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３ 特定法人貸付事業の概要

リース特区制度の全国展開の措置として、農業経営基盤強化促進
法に特定法人貸付事業を創設

(1) 都道府県基本方針、市町村基本構想への位置付け

① 都道府県基本方針
特定法人貸付事業の実施に関する基本的な事項

② 市町村基本構想
特定法人貸付事業の実施に関する事項

・実施区域
要活用農地が相当程度存在する区域であって、特定法人貸付事
業を実施することが適当と認められる区域

・実施主体
実施主体として市町村又は農地保有合理化法人を明記

・設定される賃借権又は使用貸借による権利の存続期間に関する
基準及び賃借権の借賃の算定基準

・特定法人と締結する協定に関する事項
法人の役割分担の内容、協定違反があった場合の対応方向等協
定の締結や協定違反に対して講じる措置の実施の準拠を規定

・特定法人が設定を受ける権利が賃借権である場合における借賃
の支払いの方法その他賃借権又は使用貸借による権利の設定に
関する契約の内容に関する事項

・特定法人貸付事業の実施の促進に関する事項
特定法人貸付事業の円滑な促進を図るために市町村及び関係機
関、団体が講じる措置等を規定

・その他特定法人貸付事業の実施に関し必要な事項
ア 農地を貸し付ける法人が安定的かつ継続的に農業経営を

行うと認められる場合に特定法人貸付事業を実施する旨
イ 特定法人に権利設定を行うべき時期
ウ 協定違反があった場合の解除等の手続きに関すること
エ 特定法人貸付事業に供した農用地が返還された場合の

処理方針
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①①基本構想に規定基本構想に規定

②②農業生産法人以外の法人への農地等の貸付け農業生産法人以外の法人への農地等の貸付け

参入区域として設定

～基本構想～ 都
道
府
県
知
事

同意

耕作放棄地や耕作
放棄地になりそうな
農地等が相当程度
存在する区域

耕作放棄対策マスター
プランも組み入れ

旧制度

内閣総理
大臣

農林水産大臣

認定

申請

同
意

耕作放棄地や耕作
放棄地になりそうな
農地等が相当程度
存在する区域

地方公共団体

①①特区の認定特区の認定

②②農業生産法人以外の法人への農地等の貸付け農業生産法人以外の法人への農地等の貸付け

使用貸借による権利
又は賃借権（リース）
の設定

農地法第３条許可
（特例的に許可）

株式会社等農業生産法
人以外の法人地方公共団体

農地保有合理化法人 業務執行役員のう
ち、１人以上の者が
耕作又は養畜の事
業に常時従事

農地所有者

買入れ
又は
借入れ

協定の締結

【事業の適正かつ円
滑な実施を確保する
ための協定】

現 行

市町村

使用貸借による権利
又は賃借権（リース）
の設定

○農地法第３条許可
（特例的に許可）

株式会社等農業生産法
人以外の法人市町村

農地保有合理化法人 業務執行役員のう
ち、１人以上の者が
耕作又は養畜の事
業に常時従事

農地所有者

買入れ
又は
借入れ

協定の締結

【事業の適正かつ円
滑な実施を確保する
ための協定】

○基盤法第18条
利用集積計画

構造改革特別区域法 農業経営基盤強化促進法

［特定法人貸付事業］
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(2) 特定法人貸付事業の実施

① 特定法人の要件
特定法人とは、農業生産法人以外の法人であって、次の要件を

満たすもの

・業務執行役員のうち一人以上の者が、法人の行う耕作又は
養畜の事業に常時従事すること

・協定に従い耕作又は養畜の事業を行うと認められること
※ 役員の常時従事する耕作又は養畜の事業には、農作業のほか営農

計画の作成、マーケティング等企画管理業務も含まれる。

② 特定法人との協定の締結
実施主体（実施主体が農地保有合理化法人の場合には実施主体

及び市町村）と特定法人は次を内容とする協定を締結

・法人の行う農業の内容及び実施区域
・農用地の利用に関する事項
・地域農業の役割分担に関する事項
・協定の実施状況の報告に関する事項
・協定に違反した場合の措置
・破産手続開始の決定を受けた場合等法人の農業の継続が不可
能となった場合は、協定に違反した場合に該当する旨

③ 特定法人貸付事業の用に供する農用地の取得
・実施主体が取得する農用地の権利の種類に制限はない
・権利の取得は、農業委員会への届け出又は農用地利用集積
計画による

④ 特定法人への農用地の貸付け
・特定法人が取得できる農用地の権利は、賃借権又は使用貸借に
よる権利

・農地法第３条許可又は農用地利用集積計画の公告により権利の
設定が可能

⑤ 特定法人が協定に違反した場合の措置
特定法人に貸付けが行われている農用地については、当該特定

法人が協定に違反した場合には、当該農用地の貸付契約の解除が
可能
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(3) 農地法の特例等

① 農地等の権利移動制限の例外（農地法第３条）

・特定法人貸付事業の実施主体が、同事業の用に供するため農地

の権利を取得する場合に、あらかじめ農業委員会に届け出れば、

許可は不要

・特定法人貸付事業の実施により特定法人が使用貸借による権利

又は賃借権を取得する場合は、許可の対象

・特定法人貸付事業の実施により貸し付けられる場合は小作地の

転貸も、許可の対象

② 小作地の所有制限の例外（農地法第７条）

次の場合には、例外的に小作地の所有が可能

・実施主体が特定法人貸付事業の用に供すべきものとして権利の

設定を受けている小作地

・実施主体が所有し、特定法人に貸し付けている小作地

③ 農地等の賃貸借の解約等の制限の例外（農地法第20条）

・特定法人貸付事業により設定された賃貸借が協定違反により解

除される場合は農地法第20条の許可は不要

・特定法人が協定に違反した場合には賃貸借を解除するとの内容

に限り、賃貸借に解除条件をつけることが可能

④ 農地等の権利移動の許可権者（農地法施行令第１条の４）

特定法人への農地等の貸付けに当たっては、農業生産法人と同

様、法人の住所のある市町村内の農地等の場合は農業委員会、当

該区域外にある農地等については都道府県知事の許可
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Ⅱ 一般企業等の農業参入の状況

１ 東海における一般企業等の農業参入の現状

(1) 東海管内で法人が農業参入を行っている市町村数は11市町村で、

全市町村（132）の８％。

(2) 平成21年３月１日現在の農業参入法人数は18法人になるが、そ

の内訳を組織形態別にみると、株式会社９、ＮＰＯ法人５、有限

会社３、財団法人１。

(3) 業種別では、建設業４社、食品会社２社、その他が12法人

(4) 主な作物は、ほうれん草や露地野菜等の野菜が最も多く８法人、

次いで、水稲４法人、ブルーベリーの果樹２法人、その他には、

バラ、芝、ゴマ、そばが各１社。

(5) 借入面積は、最大で16.1ha、最小は0.2ha。3ha以下の借入面積

での参入に16社。

(6) 貸付農地は35.1haで、このうちの98％となる34.4haは遊休農地

(18ha)や遊休農地となるおそれのある農地(16.4ha)であり、一般

企業等の参入が地域における遊休農地の解消・発生防止につなが

っている。

県　名 市町村名 組織形態 主な事業
借入農地
面積(a)

主な作物 参入時期

高山市 株式会社 運送業 190.0 実ばら、黒米 H17.2

下呂市 ＮＰO法人 障害者への職業訓練 117.0 ほうれん草 H19.3

下呂市 株式会社 建設業 43.0 ほうれん草 H20.7

可児市 株式会社 建設業 259.9 水稲 H20.6

豊田市 株式会社 建設業 69.7 ブルーベリー H19.4

長久手町 ＮＰＯ法人 農業体験の場の提供 46.4 露地野菜 H17.8

長久手町 ＮＰO法人 地産地消事業 33.5 露地野菜 H18.6

長久手町 有限会社
農地の有効活用関する
企画・立案・実施・管理

24.2 ねぎ H18.8

長久手町 有限会社 有機農産物の生産販売 89.5 露地野菜 H19.5

長久手町 株式会社 農作物の栽培・販売 30.2 露地野菜 H19.11

設楽町 株式会社 酒造業 1,616.9 水稲 H18.5

設楽町 株式会社 商社 56.4 芝 H20.10

東栄町 ＮＰO法人 環境保全活動 59.0 ブルーベリー H19.3

四日市市 株式会社 食品加工・販売業 65.5 ごま H18.9

四日市市 株式会社 建設業 68.8 そば H20.12

伊勢市 有限会社 生鮮食品のネット販売 209.9 たまねぎ、キャベツ H19.7

熊野市 財団法人 棚田のオーナー制度の実施 416.0 水稲 H18.1

志摩市 ＮＰO法人 環境教育活動 119.5 水稲 H16.7

18法人 3,515.3

愛知県

三重県

岐阜県

東海農政局管内計

平成２１年３月１日現在

東海における一般企業等の農業参入状況
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東海管内特定法人貸付事業参入区域図
平成２１年３月１日現在



- 9 -

（参考）全国における一般企業等の農業参入の現状

○ 組織形態別の参入法人数

参入法人数
株式会社 特例有限会社 ＮＰＯ等

平成21年３月１日現在 ３４９ １９１ ８９ ６９

(54.7%) (25.5%) (19.8%)

○ 業種別の参入法人数

参入法人数
建設業 食品会社 その他 農業生産法人

（ＮＰＯ、第三セクター等 に移行

平成21年３月１日現在 ３４９ １２５ ７２ １４４ ８

(35.8%) (20.6%) (41.3%) (2.3%)

○ 営農類型別の参入法人数

米麦等 野菜 果樹 畜産 花き・花木 工芸作物 複合

平成21年３月１日現在 ６２ １３１ ５３ ７ １０ １３ ７３

(17.8%) (37.5%) (15.2%) (2.0%) (2.9%) (3.7%) (20.9%)

○ 参入法人への貸付農地面積

参入法人への

遊休農地
遊休化する

貸付農地面積 おそれのある農地

平成21年３月１日現在 １，１３１.３ha ２９５.５ha ３７９.５ha
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２ 東海での農業参入の事例

(1)愛知県での参入事例

○参入市町村：愛知県北設楽郡設楽町

○参入企業等：関谷醸造株式会社
せきやじようぞう

（日本酒の醸造・販売、焼酎・ﾘｷｭｰﾙの醸造・販売）
○主 な 作 物：水稲(酒造好適米「夢山水」）
○借 入 面 積：16ha
○農業従事者数：７人（臨時含む）
○農業売上高：自社原料とするため売上高の計上なし
○営農開始時期：平成18年５月
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(2)三重県での参入事例

○参入市町村：三重県四日市市

○参入企業等：九鬼産業株式会社
くきさんぎよ う

（胡麻油・胡麻加工品の製造・販売）
○主 な 作 物：黒ゴマ
○借 入 面 積：66a
○農業従事者数：役員１人・社員５人
○農業売上高：３５万円（平成19年）
○営農開始時期：平成18年11月
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３ 一般企業等の農業参入への支援

平成19年度から、企業等の農業参入円滑化及び地域農業の担い手と

しての経営発展等を支援するため、農業参入促進のための研修会や個

別相談等の実施による地域と法人とのマッチングの推進、法人に対す

る制度資金の融資など、総合的な支援（企業等参入支援総合対策）を

実施。

① 農業参入促進のための相談活動などの支援

（企業等農業参入支援全国推進事業）

② 農地の利用調整活動等に対する支援

（特定法人等農地利用調整緊急支援事業等）

③ 農地貸付の支援

（企業等農業参入支援推進事業）

④ 生産技術の支援

（強い農業づくり交付金(新技術活用優良農地利用高度化支援)）

⑤ 施設整備等の支援

（農山漁村活性化プロジェクト支援交付金）

（日本政策金融公庫資金等）

⑥ 農業用機械のコスト縮減の支援

（農業支援ニュービジネス創出推進事業）

また、認定農業者（市町村から農業経営改善計画の認定を受けた者）

になることで、認定農業者向けの支援も原則として受けることが可能

であるほか、一般農業者と同様に、農業災害補償制度による支援を受

けることが可能。
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Ⅲ 農地法等の改正関係

１ 農地法等の一部を改正する法律の概要

(1) 農地法等の一部を改正する法律案が第171回国会に提出され、平

成21年６月17日に成立、同月24日に公布された。施行期日は、公布

の日から起算して６月を超えない範囲で政令で定める日。

(2) 趣旨は、食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地

について、転用規制の見直し等によりその確保を図るとともに、農

地の貸借についての規制の見直し、農地の利用集積を図る事業の創

設等によりその有効利用を促進すること。

(3) 農地法の改正

① 法律の目的の見直し

② 農地転用規制の見直し

③ 農地の権利移動規制の見直し

④ 遊休農地対策の強化

(4) 農業経営基盤強化促進法の改正

① 農地利用集積円滑化事業の創設

② 農用地利用集積計画の策定の円滑化

③ 特定農業法人の範囲の拡大

(5) 農業振興地域の整備に関する法律の改正

① 農用地面積の目標の達成に向けた仕組みの整備

② 農用地区域からの除外の厳格化

(6) 農業協同組合法の改正

農地の貸借の規制の見直しに伴い、農業協同組合が総会での特別

議決等の手続きを経た上で、自ら農地の貸借により農業経営の事業

を行うことを可能とする。
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我が国の農地

面積はピーク時

の約7割にまで
減少
(609万ha
→463万ha)

農地転用期待

農業生産に
よる収益水
準を上回る
農地価格

担い手への集積
が十分に進まな
い

農
業
生
産
・
経
営
が
展
開
さ
れ
る
基
礎
的
な
資
源
と
し
て
の
農
地
を
確
保
し
、
そ
の
有
効
利
用
を
図
っ
て
い
く
必
要

転
用
期
待
の
抑
制

貸
借
等
に

よ
る
利
用
の

促
進

国
内
の
食
料
生
産
の
増
大
を
通
じ
国
民

に
対
す
る
食
料
の
安
定
供
給
を
確
保

◇農用地区域内農地の確保

◇農地法の目的等の見直
し

◇農地を利用する者の確
保・拡大

◇農地転用規制の厳格化
担い手により利用されている

農地等は、農用地区域からの

除外を認めない

① 病院、学校等の公共施
設への転用についても、許
可不要から協議制へ

② 違反転用に対する罰則

を強化
(法人：300万円→１億円)

◇農地の面的集積の促進
◇遊休農地対策の強化市町村、公社等の公的な信用

力のある機関が、委任を受け、
分散した農地を面的にまとめる
仕組みを全ての市町村で導入

○ 目的について、「農地は耕
作者自らが所有することを最
も適当とする」との考え方を、
「農地の効率的な利用を促
進する」考え方に改めるとと
もに、農地が地域における貴
重な資源であること、地域と
の調和に配慮した権利の取
得を促進すること等を明確化

○ 農地について権利を有す
る者の責務として、「農地の
適正かつ効率的な利用を確
保しなければならない」旨を
明確化

所有者が分からない遊休農地
についても知事の裁定で公社
等が利用できるよう措置

① 貸借規制を緩和し、会社、
NPO等が参入しやすくすると
ともに、農村集落において、
非農家も含めた構成員によ
る集落営農法人をつくりやす
くする等貸借による利用を拡
大

② 農業生産法人への出資に
ついて、農外との連携による
経営発展に資するよう外部か
らの出資規制を緩和(1/10以
下の廃止、農商工連携事業
者等の場合1/2未満)

③ 農協による農業経営は、従
来、組合員との関係で制限し
ていたが、組合員の合意で貸
借により可能に

これ以上の農地の減少を食い止め、
農地を確保

農地を貸しやすく、借りやすくし、 農地
を最大限に利用

受け手不在で耕
作放棄が増加

規模拡大しても
農地が分散

食
料
の
多
く
を
海
外
に
依
存
し
て
い
る
我
が
国
に
お
い
て
は
、

国
内
の
食
料
供
給
力
を
強
化
す
る
必
要 ＜農地税制の見直し＞

農地制度の見直しを前提として、農地の相続税の納
税猶予制度を見直し
農地を貸すと打ち切りになった納税猶予を、他の人に貸した場
合でも適用を受けられるように

＜農地制度の見直し＞
（農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関
する法律、農業協同組合法）

穀
物
価
格
の
高
騰
や
輸
入
食
料
品

の
安
全
性
へ
の
不
安

水
田
等
を
最
大
限
に
活
用

す
る
対
策
等
を
一
層
促
進

農地制度においては、農業委員会が重要な役割を果たしていることから、
今回の見直しにあわせて、その事務が的確に実施されることを確保

＜農業委員会の適切な事務執行＞

拍車

拍車

農地法等の一部を改正する法律の概要
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２ 農地の権利移動規制の見直し

(1) 農地の貸借について、農地の権利取得の基本を定めている農地法

第３条第２項の特例として、農業生産法人以外の法人等による農地

の借入れが可能となるよう見直し。

(2) ただし、地域における家族農業経営の取組等を阻害せず、農業上

の利用をきちんと行うことを担保するための措置を幾重にも設定。

(3) 農外企業の参入が従来に比べ容易になるだけでなく、農村集落に

おいて、農家だけでなく非農家も含めた構成員により集落営農法人

をつくったり、観光と農業の融合を行うＮＰＯ法人等の設立が容易

になる等、多様な担い手の参入が期待。

《現行》 《見直し後》

所有権、賃借権 所有権、賃借権（第３条第２項）

①すべての農地で耕作の事業を （従来と同様）

行うこと ①農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業

②農地を効率的に利用して耕作 を行うこと

の事業を行うこと ②法人の場合は農業生産法人であること

③法人の場合は農業生産法人で ③個人の場合は農作業に常時従事すること

あること （新たに要件を追加）

④個人の場合は農作業に常時従 ④周辺の地域における農地の農業上の効率的か

事すること つ総合的な利用の確保に支障を生じないこと

→地域における集落営農の促進や担い手への

利用集積、水利調整の一体的な取組が阻害

されたり、無農薬・減農薬栽培が困難とな

るような権利取得等を排除

賃借権（第３条第３項）

(注)１ 許可に当たっては，市町村長が （一定の要件の下で緩和）

意見を述べることができる。 次の要件を満たすときは、②、③の要件を課

２ 許可条件として、農地の利用状 さない(注)

況の報告を義務付け。 ・農地を適正に利用していない場合に貸借を解

３ 権利設定後に周辺地域の農業に 除する旨の条件を契約に付していること

支障が生じている場合等には、農 ・地域の他の農業者との適切な役割分担の下に

業委員会等が勧告。 継続的かつ安定的に農業経営を行うこと

４ 不適正利用にもかかわらず解除 ・法人の場合は、１人以上の業務執行役員が農

がなされない場合等には、農業委 業に常時従事していること

員会等が許可を取消。
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（参考）権利移動規制の見直しに伴い、設立が可能となる多様な集落営農法人の例

＜現行＞ ＜改正後＞

農地・水管理事業本部
事業本部長（自治会役員）

販売部

企画管理本部
本部長（JA出向者）

農業事業本部
事業本部長（農家）

民宿・観光事業本部
事業本部長（農家）

農業事業部
部長（農家）

管理部
部長（農家）

農地法の
改正

＜組合員＞
農家

＜株主＞
農家、集落の非農家、都
会に出た息子、
建設業に従事する次男・
三男、ノギャル、建設業、
JA、市町村など

産直販売事業本部
事業本部長（Ｕターン者）

農産加工部

集落支援事業本部
事業本部長（市町村OB）

代表取締役（集落リーダー）

(農)米麦農産

代表理事（農家）

(株)ふるさとふぁーむ
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３ 農業生産法人制度の見直し

(1) 農地の所有権を取得できる法人は、農業生産法人に限定。

(2) 農業生産法人については、地域の農業者を中心とする法人である

との基本的性格を維持した上で、出資制限を見直し。

(3) 農業生産法人に農作業を委託する者についても、その法人に農地

を貸している者等と同等の取扱いとなることから、集落ぐるみで営

農を行う取組を進めやすくなる。

(4) 農業生産法人が生産する農畜産物の加工・販売等の面で、関連事

業者との連携を深めたり、その財務基盤を強化しやすくする。

株式会社（公開会社でないもの）、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社

主たる事業が農業（農産物の加工・販売等の関連事業を含む。）〔売上高が過半〕

○農業の常時従事者

○農地の権利提供者

○農地保有合理化法人

○地方公共団体
農業協同組合、農業協同組合連合会

〈農業関係者〉
総議決権の４分の３以上

１．法人形態要件

２．事 業 要 件

３．構成員要件

○法人から物資の供給等を受ける者又は
法人の事業の円滑化に寄与する者
（例）・他の農業生産法人

・作業委託農家
・スーパー、食品産業 等

① 役員の過半が農業の常時従事者（原則年間１５０日以上）であ

る構成員
② ①のうち過半の者が農作業に従事（原則年間６０日以上）

４．役員要件

〈農業関係者以外：関連事業者〉
○１構成員は１０分の１以下

廃止
○総議決権の４分の１以下

農業生産法人と連携して事
業を実施する一定の関連事業
者(農商工連携事業者等)が構
成員である場合には議決権の
合計の上限は２分の１未満
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４ 農業協同組合の農業経営の範囲の拡大

(1) 農地の貸借の規制の見直しに伴い、農業協同組合（連合会を含

む。）が、総会における特別議決等の手続きを経た上で、農地の農

業上の利用の増進を図るため、自ら、農地の貸借により農業経営の

事業を行うことを可能とする。

(2) これにより、担い手が不足する地域で農業協同組合が自ら農業経

営を行い、地域の維持に寄与することができるようにする。

農協は、組合員に自ら農業経営を行う

趣旨・内容を事前に組合員に十分説明
する。

定款変更の行政庁の認可（農協法第44条第２項）、
農業経営規程の行政庁の承認（農協法第11条の32第１項）、
農地の貸借についての農業委員会の許可（農地法第３条第１項）
を受ける。

農協は、総正組合員の２／３以上
の書面同意をとる（組合員数が1,200
人以上の農協は簡易な手続によることが
できる。）。
(農協法第11条の31第３項及び第５項)

・特別議決の手続によった場合は、特別
議決の通知後、総組合員の１／６以
上の組合員が書面により反対の通知を
行ったときは、農協は改めて、通常の
同意手続を行い、組合員の同意を得な
ければ、農業経営を行うことはできま
せん。

農 業 経 営 の 実 施

・法律上、担い手が不足している農
地、または担い手の不足が見込ま
れる農地で行われる必要がありま
す。
・農協が組合員の営農活動への影響
や競合について十分考慮する必要
があります。

制度の仕組み


